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応募資格・勤務場所・予定人員 勤務時間 試験日程報酬（月額） 申　込　方　法試験内容職　　種 問い合わせ先

保育士の資格を持っている人または３月までに取得見込みの人。
●有明、御所浦、新和、五和、河浦地区…10人程度。

調理師の資格を持っている人。
●本渡地区…１人。

看護師、准看護師または介護支援専門員いずれかの資格を持ち、実務経験３年以上また
は介護保険認定調査員の実務経験が３年以上で、普通自動車の運転免許を持っている人。
●牛深支所…３人。※雇用期間前に１～２カ月の研修あり。

交代制勤務に対応できる人（資格・経験は不問）。
●市立河浦病院…５人程度。

①保育士の資格または幼稚園、小・中学校、高校のいずれかの教員免許を持っている
人または３月までに取得見込みの人②児童福祉事業に２年以上従事したことのある人。
●本渡地区（わくわく本渡児童館・本渡児童センター・楠浦児童館・志柿児童館・宮
　地岳児童館）、五和地区（二江児童館）、河浦地区（河浦中央児童館）…９人程度。

子育てに関して意欲があり、子育てに関する知識や経験がある人。
●わくわく本渡児童館（つどいの広場）…１人。

①保育士の資格または幼稚園、小・中学校、高校のいずれかの教員免許を持っている
人または３月までに取得見込みの人②児童福祉事業に２年以上従事したことのある人。
●河浦地区（河浦中央児童館・新合保育所・宮野河内保育所）…３人。

保育士嘱託員

保育所給食調理員

放課後児童指導員

子育てアドバイザー

児童厚生員

看護補助員

介護保険要介護
認定訪問調査員

午後０時30分から
同６時30分までの
週29時間。

午前10時から午後
５時までの週29時
間。

４～９月は午前10時から午
後６時までの週29時間、10
月～３月は午前10時から午
後５時30分までの週29時間。

月～土曜日（祝日、年
末年始を除く）の午前
７時から午後７時まで
のうち、週29時間。

月～金曜日（祝日を
除く）のうち４日間
（週30時間以内）。

平成24年１月13日㊎
午前10時30分から
本庁３階・第２会議室

河浦病院管理係
☎761151

週５日。１日７時
間45分（交代制勤
務。夜勤あり）。

月～土曜日（祝日、
年末年始を除く）
までの週29時間。

11万1,000円

13万3,700円

日額6,400円

13万3,000円

　市販の履歴書に必要事項を記入し、応募資
格を確認できる書類の写しを添えて、平成24
年１月16日㊊（必着）までに〒863-8631（住
所記載不要）天草市役所・子育て支援課へ郵
送または持参してください。

　市販の履歴書に必要事項を記入し、資格免許状と運転免許証の写
しを添えて、平成24年１月６日㊎（必着）までに〒863-8631（住所
記載不要）天草市役所・高齢者支援課へ郵送または持参してください。

　市販の履歴書に必要事項を記入し、平成24年１月13日㊎
（必着）までに〒863－1215市内河浦町白木河内223－11
天草市立河浦病院へ郵送または持参してください。

面接

後日通知します

書類選考合格者に
後日通知します

本庁・子育て支援課
子育て支援係
（内線1172）

本庁・高齢者支援課
介護認定係
（内線1194）

非常勤・臨時職員   を募集します！非常勤・臨時職員   を募集します！ ■雇用期間…平成24年４月１日から同25年３月31日まで
（看護補助員の採用は平成24年３月１日または同年４月１日から）

12万9,000円

高額医療・高額介護　　合算制度のお知らせ

　天草市国民健康保険と熊本県後期高齢者医療
保険に加入している人で、高額医療・高額介護
合算療養費等の支給対象期間中（平成22年８月
１日から同23年７月31日まで）に、各保険の自
己負担額（同一世帯）の合計額が限度額を超え
同療養費等の支給の対象になる人には、本市ま
たは県後期高齢者医療広域連合から申請案内の
通知を郵送しますので、本庁・保険年金課また
は高齢者支援課、牛深支所・市民福祉課、その
他の支所・総務市民課へ提出してください。
　なお、この通知が届いていない人も受給でき
る場合がありますので、限度額を超えていると
思われる人は、同課へお尋ねください。
　また、次に該当する人は、申請するときに「自
己負担額証明書」の添付が必要です。
①支給対象基準日（平成23年７月31日）に加入
している医療保険が被用者保険等（事業所の
健康保険や船員保険、各種共済組合など）の人。

→各医療保険者に申請するときは、介護保険の

「自己負担額証明書」の添付が必要ですので、
本庁・高齢者支援課または牛深支所・市民福
祉課、その他の支所・総務市民課で同証明書
の交付を申請してください。

②支給対象期間中、加入している医療保険に変
更があった人。

→変更前の医療保険者から「自己負担額証明書」
を取得した後、基準日に加入している医療保
険者に支給を申請してください。

③支給対象期間中、天草市へ転入した人。
→前住所地から医療保険と介護保険の「自己負
担額証明書」を取得した後、本庁または各支
所の担当窓口で支給を申請してください。

④支給対象期間中、天草市から転出した人。
→転出先で支給申請をするときは、本市の医療
保険と介護保険の「自己負担額証明書」の添
付が必要ですので、本庁または各支所の担当
窓口で交付を申請してください。

　医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する
「高額医療・高額介護合算療養費等」の申請受付が始まりました。

【申請・問い合わせ先】
 医療保険分…本庁・保険年金課国民健康保険係（内線1132）、同課医療係（内線1135）／
　　　　　　 牛深支所・市民福祉課保険年金係／その他の支所・総務市民課市民生活係
 介護保険分…本庁・高齢者支援課介護給付係（内線1192）／
　　　　　　 牛深支所・市民福祉課健康福祉係／その他の支所・総務市民課市民生活係

上位所得者

一般

住民税非課税世帯

□70歳未満の人 □70歳以上の人

126万円

67万円

34万円

現役並み所得者

一般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

67万円

56万円

31万円

19万円

《合算した場合の限度額（１年間）》（平成22年８月から同23年７月まで）

※70歳未満の人の医療保険の自己負担額は、
１カ月２万1,000円以上のみが合算の対象に
なります。
※同一世帯内であっても、基準日（７月31日）
に加入している医療保険ごとに計算します。

注１：上位所得者…基礎控除後の総所得金額が
600万円を超える世帯。

注２：現役並み所得者…自己負担３割の世帯（同
一世帯に住民税課税所得が145万円以上
の人がいる世帯）。

注１ 注２


